
 

 

ユニセフボランティアについて   ２０２５年度版（４月現在） 

 

千葉県ユニセフ協会のボランティアとして活動していただくにあたってのお願い 

 

2020 年より新型コロナウィルス感染症が拡大した影響で、千葉県ユニセフ協会の活動に関してパソコ

ン・スマートフォンを利用したオンライン活動も増加しています。2025 年度も対面活動と合わせて、イ

ンターネットによるオンライン活動も含めて、ボランティア活動を進めてまいります。 

 

千葉県ユニセフ協会ボランティア活動は、一年に一回の活動でもかまいません。 

１．ボランティア活動するにあたって、仮登録用紙をご提出いただきます。 

・「ボランティア仮登録用紙」を提出していただいた後に、実際に参加できる活動に出ていただきなが

ら継続できる場合本登録といたします。 

・登録は１年ごとの更新となります。2024年度の活動に一度も参加がなく連絡がなかった場合、 

 お休み扱いとさせていただきます。 

 

２．県内を「６つの地域」に分けそれぞれの地域の活動も進めていきます。 

   ※東葛    ：野田市 流山市 松戸市 我孫子市 柏市  

   ※市川・船橋 ：市川市 浦安市 船橋市 習志野市 

   ※千葉・四街道：千葉市 四街道市 

   ※佐倉・八千代：佐倉市 八千代市 印西市 白井市 鎌ヶ谷市 

   ※北総    ：成田市 神崎町 香取市 東庄町 銚子市 旭市 匝瑳市 横芝光町 山武市 

           東金市 九十九里町 八街市 多古町 芝山町 富里市 酒々井町 栄町 

           大網白里市            

   ※房総    ：白子町 長生村 一宮町 いすみ市 御宿町 勝浦市 鴨川市 

           南房総市 館山市 鋸南町 富津市 君津市 大多喜町 市原市 袖ケ浦市 

           長柄町 長南町 睦沢町 茂原市 木更津市    

   

３．下記の活動があります。 

①イベント 

講演会企画や、イベントに参加 ユニセフのつどい ユニセフ・ラブウォーク 

②広報 

千葉県ユニセフ協会機関誌「ともだち」編集・発行   

③総務・使用済み切手・外国コイン仕分け  

  事務所での作業のお手伝い 事務所にて使用済み切手整理、外国コイン仕分け 

④ユニセフ教室講師 

 県内小中学校やボーイスカウト・ガールスカウトをはじめ様々な方達に向けてユニセフ教室講師 

 

 



 

 

４．活動を円滑に進めるために、次のような会を開催します。 

①地域別定例会…原則毎月開催。（8月 12月はお休み オンライン OR対面） 

②地域代表者連絡会議…毎月１回（第１水曜日）午前開催。１０時３０分～１２時     

 連絡会議参加者 

   蛭田（千葉四街道）伊東栄美子（東葛）漆原（市川船橋）草野（市川船橋） 

   鮫田（佐倉八千代）事務局：福本（北総） 植嶋（北総）  

③ 機関誌編集会議… 機関誌「ともだち」を ３月 ７月 １２月に発行 オンライン打ち合わせ 

④ 使用済み切手・外国コイン仕分け作業… 原則毎月第 3木曜日 

⑤ ユニセフ教室勉強会…2024年秋よりスタート       

５．千葉県ユニセフ協会の活動は、千葉県ユニセフ協会賛助会費を利用して行っています。 

ボランティア登録者のみなさまには賛助会員としてのご協力よろしくお願いします。（年間一口 2,000円） 

６．ボランティア活動の参加方法について 

「地域別定例会」「ユニセフ教室勉強会」ぜひご参加ください。 

その他 ユニセフのつどい ユニセフ・ラブウォーク など 千葉県ユニセフ協会主催行事について 

企画運営も含めて一緒に活動できればと思っています。ご協力よろしくお願いいたします。 

７．活動予定について 

  ２０２５年度ボランティア登録者のみなさまには適宜メールでお知らせ、またホームページのボランティ 

ア専用ページに活動予定表があります。LINEに関しては補助的な連絡方法として位置づけます。 

   

《報酬 および 交通費について》 

  ・千葉県ユニセフ協会のボランティア活動は無報酬です。 

  ・交通費は実費をお支払いいたします。所定の用紙にてご請求ください。請求の際 押印または赤字でサ 

   インをお願いします。 

  ・ご本人の請求を元にお支払いをいたしますので、費用について各自で調べてご請求ください。 

   ただし、以下については交通費支給の対象になりませんのであらかじめご了承ください。 

 ●ハンド・イン・ハンド当日（ただし荷物搬入車等に関して交通費を実費で支給） 

 ●ユニセフのつどい（ただし荷物搬入車等に関して交通費を実費で支給） 

 ●ボランティア研修会・学習会など（ただし荷物搬入車等に関して交通費を実費で支給） 

なおユニセフ教室の交通費は、依頼者（学校・団体など）に請求します。 

 

    ※交通費支給については以下となります。 

       ●お車の場合：1キロ  ２０円（ただし 片道直線２キロを超える場合支給） 

高速代・駐車場代領収書は必ず添付してください。 

●電車の場合：県協会への 最寄り駅は JR都賀駅（コープみらい規程に基づく） 

          (注）都賀～桜木 千葉～桜木 のモノレール代の支給はなし 

           （千葉駅経由の場合モノレールではなくＪＲ都賀駅をご利用ください） 

      やむを得ない事情を除き、公共の交通機関の利用を推奨します。 

 

 

千葉県ユニセフ協会 事務局長：福本朋子 事務局：植嶋美城子                           


